
Q4-3.国際財務報告基準(IFRS)の台湾への導入について教えてください。 

 

台湾においては現在、台湾の公開会社、金融機関等に対して台湾版 IFRS（T-IFRS）が強制適用されて

います。また、その他の非公開会社についても、T-IFRS の任意適用が可能となっています。T-IFRS は、

基本的には IFRS の中国語翻訳版ですが、翻訳のタイミングから最新版 IFRS の基準が適用されていない

ことがあり、また内容に若干の調整が加えられていることから、ほんのわずかですが純粋な IFRS とは差異

があります。 

 

 T-IFRS を任意適用していないその他の非公開会社については、企業会計準則（EAS)が適用されていま

す。EAS は、中小企業版 IFRS をベースとし、IFRS の中で複雑な処理等を排除するなどの調整が加えられ

たものになります。 

 

台湾の法定決算においては、T-IFRS か EAS の適用が求められ、純粋な IFRS の適用は認められていま

せん。 

  

http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/0a16f0f21a4e1ae74925774400298b54/$FILE/A4-3.pdf
http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/0a16f0f21a4e1ae74925774400298b54/$FILE/A4-3.pdf

